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平成２５年１１月１８日  

 福祉部子育て支援課 

 

宮崎市小戸母子生活支援施設の指定管理者候補者の選定について 

 

宮崎市小戸母子生活支援施設の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を選定

しました。 

なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、平成２５年１２月議会で可決された場

合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。 

 

 

1.指定管理者候補者の概要  

(1)団体等の名称  

  社会福祉法人 宮崎福祉会 

(2)代表者名  

  理事長  村田 隆司 

(3)主たる事務所の所在地 

  宮崎市清水２丁目８番７号 

(4)設立年月日 

  昭和２７年５月３１日 

(5)設立目的  

  多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫

することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、

またはその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよ

う支援すること。 

(6)事業概要  

  第一種社会福祉事業 

   ①救護施設 すみよしの設置経営 

   ②児童養護施設 みんせいかんの設置経営 

   ③母子生活支援施設 宮崎市小戸母子生活支援施設の指定管理 

  第二種社会福祉事業 

   ①保育園の設置経営（９箇所） 

    ・中央保育園 ・天神の森きらら保育園 ・波島保育園 

    ・広原保育園 ・住吉中央保育園 ・住吉東保育園 

    ・富吉保育園 ・住吉南保育園 ・高千穂乳児保育園 

   ②一時預かり事業の経営 

(7)資本金又は基本財産  

５７，６４８，３１９円  
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(8)従業員数 

   ２７１人 

 

2.指定期間（予定） 

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで（３年間） 

 

3.施設及び業務の概要  

(1)施設概要 

① 施設名 

宮崎市小戸母子生活支援施設 

② 施設規模等  

敷地面積  １１９７．９４平方メートル  

延べ床面積 １０２３．００平方メートル 

(2)業務概要  

 ① 事業計画等（指導計画、支援計画、業務日誌他）の策定に関すること。 

② 入所者の自立支援（就労、子育て、生活習慣の習得等）に関すること。 

  ③ 入所者の安全、健康管理に関すること。 

  ④ 宮崎市緊急一時保護事業及びその他に関すること。 

(3)現在の管理方法 

指定管理者 社会福祉法人 宮崎福祉会 

（平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで） 

 

4.事業計画の概要  

 (1)施設入所者の平等な利用の確保について 

・児童福祉の理念に基づき、母と子が健康で落ち着いた生活が営めるように支援し、社

会自立へと繋げる。 

・入所者との面接相談、ハロワークとの連携、就労先への訪問等の支援を行う。 

・菜園の収穫物の提供や料理教室を行う。また、保育園の行事の参加や季節の行事を計

画し育児を支援する。 

・苦情の申し出をしやすい環境作り、利用者の立場や特性に配慮した対応を行うため、

宮崎福祉会の中で３名の第三者委員を依頼し、年２回の苦情解決報告を開示する。 

・施設に要望、意見、苦情があった時は即、職員会を開き、利用者に沿った一貫性のあ

る支援をしていく。 

 (2)施設の設置目的を最も効果的に達成する事業計画について 

・自立支援計画には、課題解決のための目標と、目標達成のための具体的な内容、方法

を定め、支援目標は母親と子どもに理解できるように表現し、努力目標として説明し

ていく。 

・自立支援計画を全職員で統一共有し、関係機関へ連絡、交渉を行い自立への就労に繋

げていく。 
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・生活の場であればこそできる日常の生活支援を提供、母親と子どもの今を支え、それ

ぞれが自己実現に向けた途を歩める様寄り添っていく。 

 (3)施設の管理に係る経費の縮減について 

・水道料金の設定の見直し 

・ＬＥＤ電球への移行 

 (4)事業計画を着実に実施するための管理運営能力について 

・施設長１名、少年指導員１名、母子支援員１名、宿直指導員２名、嘱託医１名を配置

する。 

・宮崎公立大生による学習ボランティアを利用し、子どもたちの学力の向上を図る。 

・市と連携するため、入所者の状況や施設の整備の問題などについて意見交換し、情報

の共有を図っていく。 

・新聞や回覧板などで地域の情報を収集するとともに、自治会に加入し、地域の行事へ

積極的に参加し、顔の見えるネットワーク作りを図っていく。 

・月１回、又は随時の個人面談や、日常の何気ない会話のなかから入所者の真のニーズ

の把握に努める。 

 (5)安全管理に対する対応について 

・年４回の防災訓練を実施し、そのうち１回は消火訓練、通報訓練を行う。また地震・

津波訓練を実施し、避難経路・場所・時間の確認を行う。 

・防災用持出袋（各居室分を含む）を設置し、食料品等の備蓄を進める。 

  ・不審人物への対応として、職員と入所者の同時参加で防犯講習会を行う。 

  ・月１回各居室の安全点検を実施し、共用部分は宿直職員が毎朝夕、点検簿に沿って確

認する。 

  ・入所者の安全確保を図るため、各出入口に防犯ブザーを設置するとともに、非常通報

装置を設置する。 

 (6)環境保護及び障がい者雇用等について 

  ・ゴミ分別の学習会の開催や節電、節水の呼びかけ、ＬＥＤへの順次移行などを行う。 

  ・障がい者の雇用については、社会福祉法人として保育士を３名雇用している。救護施

設の障がい者の就労支援を行っており、就労可能な職種があれば雇用している。 

 

※ 上記の事業計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

実際に行う事業の計画は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定します。 
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5.収支計画の概要 

 ■収入                                 （単位：千円） 

項 目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ３ヵ年合計 

指定管理料 １９，４８０ １９，１８０ １９，１８０ ５７，８４０

そ の 他 １５０ １５０ １５０ ４５０

収入合計 １９，６３０ １９，３３０ １９，３３０ ５８，２９０

 

■支出                                 （単位：千円） 

項 目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ３ヵ年合計 

人 件 費 １５，９４０ １６，０６０ １６，１８０ ４８，１８０

事 務 費 ２，２００ １，７８０ １，６６０ ５，６４０

事 業 費 １，４９０ １，４９０ １，４９０ ４，４７０

支出合計 １９，６３０ １９，３３０ １９，３３０ ５８，２９０

 

 

※ 上記の収支計画は、現行の消費税率に基づき、指定管理者候補者から選定に当たり

示された内容であり、最終的な収支計画（指定管理料を含む。）は、指定後に市と当該

団体との間で協議の上、指定管理業務の期間に応じて適用される消費税率に基づいて

決定します。 

 

6.選定結果の概要  

(1)非公募の概況  

①申請団体数 

１団体 

 社会福祉法人 宮崎福祉会 

②申請日程  

要項及び申請書類様式の配布   平成２５年７月２５日～８月２９日  

提出書類Ａの受付（＝１次締切） 平成２５年８月２９日 

提出書類Ｂの受付（＝最終締切） 平成２５年９月２７日  

書類審査等           平成２５年９月３０日～１０月２１日  

ヒアリングの実施        平成２５年１０月２３日  
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(2)福祉部指定管理者候補者選定委員会 

（敬称略）  

 役 職 等 

会 長 福祉総務課長 

副会長 長寿支援課長 

委 員 宮崎市民生委員児童委員協議会 役員 

〃 宮崎市老人クラブ連合会 役員 

〃 宮崎市母子寡婦福祉協議会 役員 

〃 子育て支援課長 

(3)選定の概況  

ア 選定理由（非公募理由） 

     母子生活支援施設は、18 歳未満の児童を養育している母子世帯で、生活上の様々

な問題から児童の養育が十分できない場合に、子どもと一緒に入所し生活基盤の安

定を図るための施設であり、所在地などの施設情報が広く知られることは適当では

なく、前回は公募としていたが、前回の指定管理者候補者選定委員会時に外部委員

の方からも、施設の性質上、非公募でもよかったのではないかとの意見をいただい

ている。 

よって、宮崎市小戸母子生活支援施設の指定管理者については、「宮崎市公の施設

における指定管理者制度に関する基本方針 ５-(2)-⑦」に、非公募の要件として示

される、「公募を行わないことについて合理的な理由があると認められる場合」に該

当すると考え、今回は非公募とした。 

また、福祉部指定管理者候補者選定委員会において、申請者からの申請書類及び

ヒアリングをもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例」で定める次の基準により、総合的に審査を行った。 

① 事業計画書に基づく当該施設の運営が入所者の平等な利用を確保するものであ

ること。 

② 事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであるこ       

と。 

③ 事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること。 

④ 事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているもので

あること。 

その結果、現受託法人として施設の目的を理解し、長年に亘る施設管理運営の

実績があり、入所者の自立支援が着実に実施されることが見込まれること。 

また、指定期間中の安定的な運営を行えるだけの財務基盤を持つなどの理由か

ら、社会福祉法人 宮崎福祉会が、当該選定基準に適合していると認められたた

め、当該団体を指定管理者候補者に選定した。 
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イ 審査結果一覧  

審 査 項 目 配点 

候  補  者 

社会福祉法人 

宮崎福祉会 

１ 施設の運営が入所者の平等な処遇を

確保するものであること 
１５０点 １１９点

２ 施設の設置目的を最も効果的に達成

するものであること 
７５点 ６２点

３ 施設の管理に係る経費の縮減を図る

ものであること 
７５点 ５５点

４ 事業計画を着実に実施するための十

分な管理運営能力を有していること 
２２５点 １７９点

５ 安全管理に対する対応 ２５点 ２０点

６ 環境保護及び障がい者雇用等の福祉

施策の取組状況 
５０点 ３７点

７ 現受託法人の評価 ５０点 ３０点

合 計 ６５０点 ５０２点

【参考】提案金額（３年） ５７，８４０千円

  ※配点合計６５０点のうち３９０点以上を指定管理者候補者として適格と判定 

 


